
2018（平成30）年度 2019（平成31）年度（案） 2020（平成32）年度（案）
段階 対象者

基準額に対
する割合 保険料年額 段階 対象者

基準額に対
する割合 保険料年額 段階 対象者

基準額に対
する割合 保険料年額

第１段階 0.45 36,000円 第１段階 0.375 30,000円 第１段階 0.3 24,000円

（軽減前） (0.5) (40,000円) （軽減前） (0.5) (40,000円) （軽減前） (0.5) (40,000円) 

第２段階 0.575 46,000円 第２段階 0.5 40,000円

（軽減前） (0.65) (52,000円) （軽減前） (0.65) (52,000円) 

第３段階 0.725 58,100円 第３段階 0.7 56,100円

（軽減前） (0.75) (60,100円) （軽減前） (0.75) (60,100円) 

第４段階
本人市民税非課税
（合計所得金額＋課税年金収入
金額が80万円以下）

0.85 68,100円 第４段階 第４段階

第５段階
本人市民税非課税
（合計所得金額＋課税年金収入
金額が80万円超）

1.0 80,100円 第５段階 第５段階

第６段階
本人市民税課税
（合計所得金額が120万円未満） 1.1 88,100円 第６段階 第６段階

第７段階
本人市民税課税
（合計所得金額が120万円以上
200万円未満）

1.3 104,100円 第７段階 第７段階

第８段階
本人市民税課税
（合計所得金額が200万円以上
300万円未満）

1.5 120,200円 第８段階 第８段階

第９段階
本人市民税課税
（合計所得金額が300万円以上
400万円未満）

1.7 136,200円 第９段階 第９段階

第１０段階
本人市民税課税
（合計所得金額が400万円以上
600万円未満）

1.9 152,200円 第１０段階 第１０段階

第１１段階
本人市民税課税
（合計所得金額が600万円以上
800万円未満）

2.1 168,300円 第１１段階 第１１段階

第１２段階
本人市民税課税
（合計所得金額が800万円以上
1,000万円未満）

2.3 184,300円 第１２段階 第１２段階

第１３段階
本人市民税課税
（合計所得金額が1,000万円以
上）

2.5 200,300円 第１３段階 第１３段階

基準額(年額）：80,145円 基準額(年額）：80,145円 基準額(年額）：80,145円

基準額(月額）： 6,679円（80,145円÷12か月）

公費投入による低所得者の保険料軽減実施（第1～3段階）

基準額(月額）： 6,679円（80,145円÷12か月）

公費投入による低所得者の保険料軽減実施（第1～3段階）

2018（平成30）年度と同じ 2018（平成30）年度と同じ

市の介護保険料段階表

基準額(月額）： 6,679円（80,145円÷12か月）

第２段階
市民税非課税世帯
（合計所得金額＋課税年金収入
金額が80万円超120万円以下）

生活保護受給者
市民税非課税世帯
（老齢福祉年金又は合計所得金
額＋課税年金収入金額が80万円
以下）

市民税非課税世帯
（合計所得金額＋課税年金収入
金額が80万円超120万円以下）

第３段階
市民税非課税世帯
（合計所得金額＋課税年金収入
金額が120万円超）

0.75

生活保護受給者
市民税非課税世帯
（老齢福祉年金又は合計所得金
額＋課税年金収入金額が80万円
以下）

公費投入による低所得者の保険料軽減実施（第1段階）

市民税非課税世帯
（合計所得金額＋課税年金収入
金額が120万円超）

市民税非課税世帯
（合計所得金額＋課税年金収入
金額が120万円超）

生活保護受給者
市民税非課税世帯
（老齢福祉年金又は合計所得金
額＋課税年金収入金額が80万円
以下）

市民税非課税世帯
（合計所得金額＋課税年金収入
金額が80万円超120万円以下）

60,100円

0.65 52,000円

資料３


